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27 モデル地区・町内 プラン改訂に伴い、避難支援対象者名簿の提供先が拡充

会での避難支援体 することについて、全要援護者を対象に再同意確認を実施

制整備（個別避難 した。

支援プラン作成等 モデル地区(大住)を中心に、改訂後のプランに基づき、）

地域での要援護者ごとの支援者設定や、個別避難支援プラ

ンの作成等、具体的な体制を整備した。

国の制度改正、秋田市災害対策基本条例の制定、プラン

の改訂等の事項を盛り込むため、秋田市要援護者支援シス

テムを改修した。

28 全地域における避 「避難支援対象者名簿 「要援護者把握用リスト」を毎」

難支援体制整備 個 年度更新し、町内会長、自主防災組織代表者、地区の担当

～

（

30 別避難支援プラン 民生委員に配布した。

作成等） 各市民サービスセンターを行政の窓口とすることで、地

域の実情に合わせたきめ細かい支援体制を整備した。

モデル地区となった大住地区等をはじめ 町内会等で 避、 「

難支援対象者名簿」に登録した要援護者の個別避難支援プ

ランを作成した。

○個別避難支援プラン作成実績

15町内会、延べ 134人（H26年3月時点）

↓

106町内会、延べ1,084人（H30年3月時点）

26 要援護者の避難生 福祉避難所開設・運営マニュアル【施設用】を作成し、

活体制の整備 各施設に配布するとともに、備蓄、人材確保に関する取り

～

30 福祉避難所におけ 組みを進めた。

る体制整備（運営 ○協定締結

マニュアル等 、備 81施設（高齢者施設63、障がい者施設14、特別支援学）

蓄・人材の確保 協 校4 、31法人等（社会福祉法人25、医療法人2、特別（ ）

定締結等） 支援学校4）

第２章 地域福祉を取り巻く現状と課題
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ウ 第２次秋田市子ども・子育て未来プラン（計画期間：2015～2019年度)

未来を担うすべての子どもたちが健やかに成長できる社会の実現を目指し、安心し

て子どもを生み育てやすい環境づくりに取り組むため、支援制度の円滑な実施と支援

策のさらなる充実に向けて策定したものです。

「支え合うすこやか子育て夢ある秋田～みんなで育むかがやく笑顔～」を基本理念

とし、教育・保育、地域の子育て支援の総合的な提供、ワーク・ライフ・バランスの

推進など６つの基本目標を設定し、取り組んでいくこととしています。

エ 第２次健康あきた市２１（計画期間：2013～2022年度）

市民が共に支え合いながら希望や生きがいを持ち、健やかで心豊かに生活できる活

力ある地域社会を目指し、生活習慣病の発症や重症化を予防し、社会生活を送るため

に必要な機能を維持・向上することにより生活の質の向上を図り、健康で元気に生活

できる期間を延ばすこと（健康寿命の延伸）を目的に策定したものです。

健康を支え、守るための社会環境の整備、ライフステージに応じた健康づくりなど

４つの基本的方針を設定し取り組んでいくこととしています。

オ 第２次秋田市エイジフレンドリーシティ（高齢者にやさしい都市）行動計画

（計画期間：2017～2021年度）

高齢化をマイナスに捉えるのではなく、人口構成の変化等による様々な課題の解決

を図っていくことを通じて、誰もが充実してその人らしく生きることができる社会づ

、 、 、くりにチャレンジし 高齢者の持つニーズや多様性をより深く理解し 活かすことで

地域社会や経済が将来に向けて発展することを目的に策定したものです。

地域コミュニティの再構築、担い手不足・人材不足への対応、地域社会の課題解決

に向けたビジネスの新たな展開の３つを重点的に取り組むべき課題と捉え 「心豊か、

で活力ある健康長寿社会」を基本理念とし、生涯を通じた生きがいづくりや社会参加

の促進、高齢者の就業や市民参加の機会創出、多様な生活支援サービスを利用できる

地域づくりなど８つの基本目標を設定し取り組んでいくこととしています。

第２章 地域福祉を取り巻く現状と課題
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ア 福祉に対する理解や支え合いの意識の向上

人口減少・少子高齢化の進行に伴って、世帯人員の減少および高齢者単独世帯や高

齢夫婦のみ世帯（夫婦のうち少なくとも１人は高齢者）が増加することにより、家庭

の扶養能力（育児・介護機能）が低下しています。また、５年ごとに行っている市民

意識調査で「近所の人とのつきあいの程度」を聞いた結果、相談できる人が近所にい

るという回答の合計が31.5％で、前回調査（平成２４年度）よりも4.6ポイント減少

しているなど、地域住民同士の関係の希薄化が見られ、地域社会が脆弱化し相互扶助

力が低下していると考えられます。第２次秋田市エイジフレンドリーシティ行動計画

においても、地域コミュニティの再構築を課題と捉えています。

こうしたなかで、支え合いの地域社会を実現していくためには、市民一人ひとりが

毎日の暮らしのなかで、互いに認め合い、年齢の違いや障がいの有無にかかわらず、

互いに尊重しあう姿勢が重要です。

地域福祉の趣旨「誰もが身近な地域社会で自立した生活が営めるよう、みんなで支

え合う地域社会をつくっていくこと」についての市民の理解は、市民意識調査によれ

ば 「理解できるが行動には至っていない」が49.5％で最も多いものの、前回と比べ、

て5.5ポイント減少し 「よくわからない」が39.3％で２番目に多く、7.7ポイントの、

増加となっています。

このようなことから、地域福祉を推進するためには 「 市民一人ひとりの）福祉に、（

対する理解や支え合いの意識の向上」のための取組が必要です。

第２章 地域福祉を取り巻く現状と課題
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第４章 計画の取組

基本目標１ 地域福祉を担う人づくり

市民一人ひとりの 私の努力 自助 を引き出すとともに 共の努力 共助 や 公、「 （ ）」 、「 （ ）」 「

（ ）」 、 。の努力 公助 への参加・参画を促し 中核となる担い手を育成することを目指します

施策１ 福祉に対する理解や支え合いの意識の向上

施策２ 担い手の育成・支援

施策１ 福祉に対する理解や支え合いの意識の向上

市民一人ひとりの福祉に対する理解や支え合いの意識を醸成し、さらには、地域福祉

の主体としての自覚を促す。

《市の取組》

取組の方向
取 組

※他計画の関連部分

福祉教育の推進 学校や地域の実情に応じて、障がい者や高齢者、幼児等との交

(1-1-1) 流や体験的な活動を取り入れた小・中学生の福祉教育の一層の

充実に努めます ［教育委員会］。

（障がい者）1-1-1 障がいの理解促進に向けた啓発活動、1-4-2 地

域での交流の機会の確保、3-2-1 障がい児の早期発見および支援の

充実など

家族や地域の絆づく 絆を大切にする気運の醸成に向けた施策、事業を展開すること

りの推進 により、家族や地域、人と人との絆づくりの大切さについて一

、 。(1-1-2) 層の浸透を図り 地域福祉を担う市民の意識向上を目指します

［市民生活部］
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第４章 計画の取組

基本目標１ 地域福祉を担う人づくり

市民一人ひとりの 私の努力 自助 を引き出すとともに 共の努力 共助 や 公、「 （ ）」 、「 （ ）」 「
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施策１ 福祉に対する理解や支え合いの意識の向上

施策２ 担い手の育成・支援
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充実に努めます ［教育委員会］。

（障がい者）1-1-1 障がいの理解促進に向けた啓発活動、1-4-2 地

域での交流の機会の確保、3-2-1 障がい児の早期発見および支援の

充実など

家族や地域の絆づく 絆を大切にする気運の醸成に向けた施策、事業を展開すること

りの推進 により、家族や地域、人と人との絆づくりの大切さについて一

、 。(1-1-2) 層の浸透を図り 地域福祉を担う市民の意識向上を目指します

［市民生活部］
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第４章 計画の取組

介護支援ボランティ 元気な高齢者が行うボランティア活動を推進することで、本人

アの推進 の健康増進や介護予防、社会参加や地域貢献を通じた生きがい

(1-2-8) づくりを促進し、高齢者の元気でいきいきとした生活の実現を

目指します。

【指標】年間延べ活動者数

3,247人（2017年度・平成29年度）→4,500人（2020年度）

［福祉保健部］

(高齢者）6-(2)-② 介護支援ボランティア事業

傾聴ボランティア養 地域に暮らす中高年者が傾聴ボランティアとして高齢者を支え

成事業の推進 合う仕組みを作り、高齢者の孤立防止を図るとともに、高齢者

(1-2-9) 自身の介護予防、生きがいづくり・地域貢献を促進します。

【指標】ボランティア活動者数

12人（2017年度・平成29年度）→20人（2020年度）

［福祉保健部］

(高齢者）6-(2)-③ 傾聴ボランティア養成事業／(健康あきた）(3)

こころの健康づくり

生涯学習（社会参加 地域に住む高齢者同士の交流の促進と、生きがいのある豊かな

活動）の推進 生活を送るための学習機会を提供するとともに、学習成果を地

(1-2-10) 域社会の活性化につなげていくよう社会参加活動を推進しま

す。

【指標】高齢者教育事業参加者数

実績値8,081人（2017年度・平成29年度）→目標値9,100人

（2020年度 ［教育委員会］）

老人クラブ活動の活 老人クラブが自主的に行う社会奉仕活動や地域交流活動などを

性化 支援し、生きがいづくりと健康づくりを促進します。

(1-2-11) 【指標】新規クラブ数

）１団体、100人（2017年度・平成29年度）→２団体、60人（2020年度

［福祉保健部］

(高齢者）6-(1)-② 老人クラブ補助事業

障がい者の社会参加 障がい者の自立と社会参加を図るため、障がい者団体自らが行

の促進 う事業の自主的な運営を支援します。また、市民活動団体が企

(1-2-12) 画する、障がいのある方の社会参加や交流を促進する取組を支

援します ［福祉保健部］。

(障がい者）4-4-2 社会的活動への支援強化など
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《参考となる取組事例》

福祉協力員

地域での見守りの必要な世帯への声かけ等を通しての安否確認や福祉情報の提供、

地区社会福祉協議会の地域福祉活動への協力等を行う地域ボランティアで、３５地区

で1,179人（平成２９年度末）が地区社会福祉協議会の委嘱により活動しています。

地域保健推進員

市民の疾病予防および健康増進について、地域に根ざした自主的な活動を推進する

、 。ため おおむね小学校区単位に４２地区で1,438人(平成２９年度)が活動しています

秋田市地域福祉活動合同研修会

秋田市社会福祉協議会では、地区社会福祉協議会役員、民生委員・児童委員、町内

会長、福祉協力員その他を対象に、福祉協力員の活動紹介や各地区社会福祉協議会の

地域福祉活動の報告、地域福祉活動の重要性についての講演などの研修を行っていま

す。

介護支援ボランティア

市では、本人の健康増進や介護予防、社会参加や地域貢献を通じた生きがいづくり

の促進を目的に、高齢者が福祉施設等でボランティア活動を行う機会を提供していま

す。平成２９年度末時点で５１３人がボランティア登録し、延べ3,247人がボランテ

ィア活動を行っています。

障がい者相談員

市では、障がいの種別や地区ごとに委嘱された、身体障がい者および知的障がい者

、 、の保護者が 各地域で障がい者や保護者から生活や障がいに関する相談を受けており

、 （ ） 。身体障害者相談員３３名 知的障害者相談員７名 平成２９年度 が活動しています

《施策２「担い手の育成・支援」に関する目標値》

現状(H29) 目標値
指 標

(2017年度) (2023年度)

福祉に関する仕事やボランティア活動をしている人 9.7％ 11.0％

7.3％ 11.0％
高齢者（６５歳以上）で福祉に関する仕事やボランティア活

動をしている人

※地域福祉市民意識調査による。
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